2011年11月30日

厚生労働大臣
小宮山 洋子 様

市民福祉情報オフィス・ハスカップ
主宰・小竹雅子
介護報酬改定にあたっての要望書
平均年齢82.5歳の介護保険利用者への

ホームヘルプ・サービス提供時間の縮小案を撤回してください
　市民福祉情報オフィス・ハスカップは、介護保険制度を中心に連続セミナーや電話相談「介護保険ホットライン」などを企画している市民活動団体です。2006年から開設している「介護保険ホットライン」は首都圏を中心に市民活動団体との共同企画で、今年も6月に東京、大阪、富山の３か所で実施し、報告書をまとめました。
要望
　１. 根拠が不充分なホームヘルプ・サービスの提供時間短縮案を撤回し、

　　 現行の提供時間を維持してください。
　2. ホームヘルプ・サービスの見直しにあたっては、利用者、介護者、介護労働者など
現場の声を聞き、国民の信頼を得ることができる審議をしてください。
要望の背景
　2012年度介護報酬改定を検討している社会保障審議会介護給付費分科会で、厚生労働省老健局からホームヘルプ・サービス（介護予防訪問介護、訪問介護）の改定について、以下の「論点」が提出されています。
① 訪問介護の基準・報酬（第82回介護給付費分科会資料より　2011年10月17日）
生活援助が中心である場合、現行の「30分以上60分未満」を「45分未満」に見直す
身体介護に引き続き生活援助を行う場合についても必要な見直しを行う

　② 介護予防訪問介護の基準・報酬（第83回介護給付費分科会資料より　2011年10月31日）
　　訪問介護サービスの今回の見直し案を考慮しつつ、

介護予防のサービスの提供実態に基づいた単位設定とする

厚生労働省は要介護認定者（要介護１～５）への「生活援助」、要支援認定者（要支援１・２）への「介護予防訪問介護」を見直す根拠として、次のような説明をしています。
1. 利用頻度の高い「掃除」・「調理・配下膳」の平均所要時間は30～40分程度

2. 「掃除」は軽度者ほど利用頻度が高い

3. ひとつの行為は15分未満ですむ場合もあり、組み合わせによっては30～40分程度になる
要望の理由
ホームヘルプ・サービスは、高齢者の自宅での暮らしを支えています
　　　　日本の高齢者世帯は、三世代同居が44.8%（1986年）から16.2%（2010年）に激減し、ひとり暮らしと高齢夫婦が過半数を占めています。

　　　　介護保険サービスは認定（要支援認定・要介護認定）を受けなければ、利用することができません。

　　ホームヘルプ・サービスは、要支援認定者への介護予防訪問介護は約57万人、要介護認定者への訪問介護は約125万人、合計約182万人が利用している大切なサービスです（2010年度現在）。

　　　　ホームヘルプ・サービスは「身体介護」、「生活援助」、「通院等乗降介助」とメニューが細分化されていますが、訪問介護利用者の約７割が「生活援助」を利用し、「2011年度介護事業経営実態調査」では「生活援助」の１回平均提供時間は約70分と報告されています。

病気や障害により介護保険サービスが必要と認定された高齢者にとって、「掃除」や「洗濯」による清潔な環境を維持、「調理・配下膳」による食事の確保、服薬や買い物といった支援、ホームヘルパー（訪問介護員）とのコミュニケーションは、「最期まで家で」の願いを実現するために必要不可欠なサービスです。
前回改定以降、ホームヘルプ・サービスの利用は制限され続けています
　　2006年度の介護報酬改定以降、“同居家族”がいる場合は「生活援助」の利用を認めないという機械的な判断をする市区町村（保険者）が増えました。このため、介護が必要な親と同居する働く子ども世帯への負担が重くなり、同居をためらうケースも出ています。また、介護予防訪問介護では、介護報酬が時間単位の加算制から月単位の定額制になり、利用回数が減るなど実質的な利用制限が行われています。

 介護保険制度がめざす“医療と介護の連携”にも「生活援助」は不可欠です
現在、介護報酬の見直しでは在宅サービスの“医療と介護の連携”のため、訪問看護、訪問リハビリテーションの強化が検討されています。しかし、看護師やリハビリテーション専門職は介護が必要な人を看てくれますが、「掃除」や「洗濯」など生活環境の維持には協力してくれません。介護保険制度が自宅での暮らしを支えることを目指すなら、「生活援助」の役割はさらに重要になります。

「生活援助」の短縮は、働く世代の負担を増やします
　　働く子ども世代の「遠距離介護」や「別居介護」が成立しているのは、ホームヘルプ・サービスがあるからです。なかでも「生活援助」は日常生活の支援であり、その提供時間を短縮することは、働く子ども世代や介護する家族への負担を増やすことになりかねません。また、高齢者虐待や介護殺人、介護心中などいたましい社会事件がこれまで以上に増えることが危惧されます。

ホームヘルパーの離職に拍車がかかります
ホームヘルパーは毎日、高齢者の自宅を数ヵ所訪ねています。厚生労働省は「生活援助」の提供時間について、ホームヘルパーのサービス内容を“行為”ごとに分け、それぞれの平均時間を積み上げて、時間短縮ができるとしています。ホームヘルパーが機械的に“行為”を提供すればいいという発想は、「感情労働」とも呼ばれ、コミュニケーションが常に求められる対人サービスを不当に低く評価するもので、ホームヘルパーの労働意欲を低下させ、離職をさらに増やすことが懸念されます。
以上

資料１　厚生労働省の「生活援助」の定義

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第10号）
平成12年３月17日各都道府県介護保険主管部（局）長宛

厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知

２　家事援助

　家事援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助（そのために必要な一連の行為を含む）であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。

2-1　サービス準備等

2-0-1　健康チェック

2-0-2　環境整備

2-0-3　相談援助、情報収集・提供

2-0-4　サービスの提供後の記録等

2-1　掃除

　・居宅内やトイレ・卓上等の清掃

　・ゴミ出し

　・準備・後片づけ

2-2　洗濯

　・洗濯機または手洗いによる洗濯

　・洗濯物の乾燥（物干し）
　・洗濯物の取り入れと収納

　・アイロンがけ

2-3　ベッドメイク

　・利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等

2-4　衣類の整理・被服の補修

　・衣類の整理（夏・冬物の入れ替え等）
　・被服の補修（ボタン付け、破れの補修等）
2-5　一般的な調理、配下膳

　・配膳、後片づけのみ

　・一般的な調理

2-6　買い物・薬の受け取り

　・日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む）
　・薬の受け取り

資料2　介護保険サービスが必要と認定された人たちの定義（状態像）
要支援１　　平均年齢81.3歳　認定者66万6,361人　利用者40万6,100人
掃除などの身の回りの世話の一部に見守りや手助けが必要。

立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。

排泄や食事はほとんど自分でできる。

要支援２　　平均年齢81.4歳　認定者67万5,715人　利用者49万7,700人
疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない。

認知機能や思考・感情などの障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態。

その他、心身の状態は安定しているが、予防給付の利用が困難な身体の状況にある状態。

要介護１　　平均年齢82.9歳　認定者91万9,816人　利用者76万8,900人
みだしなみや掃除などの身の回りの世話の全般に見守りや手助けが必要。

立ち上がりなどの複雑な動作になんらかの支えが必要。

歩行や両足での立位保持などの移動の動作になにらかの支えが必要。

排泄や食事に見守りや手助けを必要とすることがある。

問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護２　　平均年齢82.3歳　認定者91万2,028人　利用者83万6,000人

みだしなみや掃除などの身の回りの世話の全般に見守りや手助けが必要。

立ち上がりなどの複雑な動作になんらかの支えが必要。

歩行や両足での立位保持などの移動の動作になにらかの支えが必要。

排泄や食事に見守りや手助けを必要とすることがある。

問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護３　　平均年齢83.1歳　認定者70万6,477人　利用者66万2,300人

みだしなみや掃除などの身の回りの世話、立ち上がりなど複雑な動作が自分ひとりではできない。

歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。

排泄が自分でできない。

いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護４　　平均年齢84.0歳　認定者64万8,415人　利用者59万2,200人

みだしなみや掃除などの身の回りの世話、立ち上がりなど複雑な動作がほとんどできない。

歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。

排泄がほとんどできない。

多くの問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護5　　平均年齢83.8歳　認定者59万9,601人　利用者51万2,000人

みだしなみや掃除などの身の回りの世話、立ち上がりなど複雑な動作、

歩行や両足での立位保持などの移動の動作、排泄や食事がほとんどできない。

多くの問題行動や理解の低下がみられることがある。

資料３　「生活援助」を提供するホームヘルパーの声

千葉県訪問介護フォーラム（2011.10.30）アンケートより抜粋
○「掃除」を軽視していますが、掃除が出来ず、ゴミの中で生活する利用者の実態をご存じでしょうか。自分が寝たきりになった時、自分の親が寝たきりになった時、ゴミの山の部屋に寝てられますか？
○多くの利用者は、自分で掃除機をかけるのすら大変です。買い物もつらくなり、自分で暖かい料理を手作りするのも難しくなっている人が多いのです。

○私たちは掃除や調理のために「生活援助」に入っているのではなく、利用者の生活を支えることが目的です。日々、訪問するたびに利用者の心身の状態も変わっていて、何が起こるかわかりません。一律に同じ「行為」を提供できるわけがないことを全く理解してもらえていないことに驚きました。
○「生活援助」は利用者の個別性（生活習慣、価値観）があり、「身体介護」よりクレームに繋がるケースが多く、ホームヘルパーの技量が求められるサービスであることを理解して頂きたいと思います。

○「生活援助」の調理がなく、配食サービスのお弁当などで生命の維持さえできればいいのでしょうか。
○そもそも「生活援助」を介護保険からはずそうという厚生労働省の考え方が、透けて見えます。色々な考え方があるとは思いますが、家事の延長とさげすまれていることが悲しいです。
○「生活援助」は利用者とのコミュニケーションをはかりながら「掃除」や「調理」などを提供するものです。行為別の提供時間に、コミュニケーションをとる時間が反映されていないことが問題です。

○ホームヘルパーはロボットではありません。人と人との関わりのなかで支援をしています。介護は会議で決まるものではありません。現場で起きていることです。

○ホームヘルパーの仕事の効率は悪く、30分訪問するために移動時間も含めて午前中がつぶれてしまうことがよくあります。30分、60分の訪問を3件入れたらほぼ1日終わってしまいます。ばからしくやっていられないと言われても仕方がない仕事を、みんなもくもくとしています。時間区分が45分に短縮されると、仕事をしてくれるホームヘルパーが減ると思います。
○独居が増える中で、ホームヘルパーとの係わりの大切さを考えてほしい。看護や医療も大事ですが、それらを必要とする時期が少しでも後になるよう、「生活援助」こそ給付費を抑制できると思います。
○ホームヘルパーは年末年始も休めず、残業で疲弊しています。離婚女性が多い職場ですが、給与は不充分で、数年間の常勤経験しかないため老後はわずかな国民年金だけが頼りになります。私を介護してくれるホームヘルパーはいるのでしょうか。
○ホームヘルパーをバカにするな！　「生活援助」ほど難しいものはないと思う。コミュニケーションなくして、生活の安定があるのか？　　官僚は１日でも「生活援助」の仕事を体験すべきだ。

○軽度の認知症で独居の利用者に「生活援助」を45分で、どうやって終了できると言うのか？　厚生労働省、いいかげんにしろと言いたい。

○「生活援助」を必要としているお年寄りはたくさんいます。提供時間は今までと同じ１時間としてほしいです。ホームヘルパーはロボットではありません。利用者も今までの人生を頑張ってこられた人たちです。これからも安心して過ごすために「生活援助」は一層必要です。
参考データ
1.高齢者の暮らしは独居と夫婦のみが過半数になります
	
	65歳以上の者の
いる世帯
	全世帯に
占める割合
	単独世帯
	夫婦のみの
世帯
	親と未婚の
子のみの世帯
	三世代世帯

	1986年
	976万9,000世帯
	26.0%
	13.1%
	18.2%
	11.1%
	44.8%

	1989年
	1,077万 4,000世帯
	27.3%
	14.8%
	20.9%
	11.7%
	40.7%

	1998年
	1,482万2,000世帯
	33.3%
	18.4%
	26.7%
	13.7%
	29.7%

	2001年
	1,636万7,000世帯
	35.8%
	19.4%
	27.8%
	15.7%
	25.5%

	2008年
	1,977万7,000世帯
	41.2%
	22.0%
	29.7%
	18.4%
	18.5%

	2010年
	2,070万5,000世帯
	42.6%
	24.2%
	29.9%
	18.5%
	16.2%


厚生労働省「2010年国民生活基礎調査の概況」より
2.介護保険の利用者は、在宅サービスが７割を超えます
	　
	利用者
	介護費

	合計
	411万人
	　100.0%
	７兆9,308億円
	　100.0%

	在宅サービス
	300万人
	73.0%
	３兆8,880億円
	49.0%

	地域密着型サービス
	27万人
	6.6%
	7,068億円
	8.9%

	施設サービス
	84万人
	20.4%
	３兆3,360億円
	42.1%


国民健康保険中央会「介護費等の動向（2010年度分）」より
3.しかし、サービスは上限（利用限度額）の半分しか使われていません
	
	要支援１
	要支援２
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	区分支給限度額（単位）
	4,970
	10,400
	16,580
	19,480
	26,750
	30,600
	35,830

	区分支給限度額に対する

平均利用割合
	47.1%
	40.1%
	42.1%
	48.6%
	51.1%
	57.1%
	58.3%

	区分支給限度額を

超えている人の割合
	1.2%
	0.3%
	1.8%
	3.3%
	2.9%
	4.6%
	4.8%


第30回社会保障審議会介護保険部会（2010.08.30）厚生労働省老健局資料より

4.利用する人の平均年齢は82.5歳です
	要支援認定
	要支援１
	要支援２
	
	
	

	81.3歳
	81.4歳
	81.2歳
	
	
	

	要介護認定
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	82.9歳
	82.3歳
	82.1歳
	83.1歳
	84.0歳
	83.8歳


第177回国会（衆議院厚生労働委員会）厚生労働省資料（2011年１月審査分「介護給付費実態調査」より推計）

5.ホームヘルプ・サービス利用者は約180万人になります
	　
	介護予防訪問介護
利用者
	訪問介護
利用者
	利用者合計
	前年比伸び率

	2001年度
	　
	99万1,600人
	99万1,600人
	1.00

	2002年度
	　
	127万6,300人
	127万6,300人
	1.28

	2003年度
	　
	145万4,500人
	145万4,500人
	1.14

	2004年度
	　
	161万9,700人
	161万9,700人
	1.11

	2005年度
	　
	169万5,200人
	169万5,200人
	1.04

	2006年度
	39万6,900人
	152万1,800人
	191万8,700人
	1.13

	2007年度
	50万9,500人
	120万9,200人
	171万8,700人
	0.89

	2008年度
	52万1,900人
	116万1,000人
	168万2,900人
	0.97

	2009年度
	52万4,600人
	116万9,600人
	169万4,200人
	1.01

	2010年度
	56万4,100人
	124万7,900人
	181万2,000人
	1.07


厚生労働省大臣官房統計情報部「介護給付費実態調査報告」各年度より

利用者＝年間実受給者数（１年間に１度でも利用した人数）
7.「生活援助」の提供時間は１回平均約70分です
	１事業所月平均
	2005年度
	2008年度
	2011年度

	
	
	介護
	予防
	小計
	介護
	予防
	小計

	延べ訪問回数

	
	身体介護
	232.7回
	249.8回
	
	249.8回
	289.8回
	
	289.8回

	
	身体・生活
	206.4回
	176.3回
	
	176.3回
	145.1回
	
	145.1回

	
	生活援助
	342.0回
	176.0回
	
	176.0回
	191.9回
	
	191.9回

	
	通院等乗降介助
	14.1回
	23.2回
	
	23.2回
	23.6回
	
	23.6回

	
	小計
	795.2回
	625.3回
	101.0回
	726.3回
	650.5回
	-
	-

	延べ訪問時間

	
	身体介護
	211時間
	201時間
	
	
	196時間
	
	

	
	身体・生活
	362時間
	275時間
	
	
	200時間
	
	

	
	生活援助
	504時間
	219時間
	
	
	222時間
	
	

	
	小計
	1,077時間
	695時間
	170時間
	865時間
	619時間
	156時間
	775時間


厚生労働省「介護事業経営実態調査」集計表一覧（訪問介護／予防を含む総括表）より（2011.10.07）
8.在宅サービスの費用は施設サービスの３分の１にしかなりません
	１人当り平均介護費（月額）

	在宅サービス
	10万8,000円

	地域密着型サービス
	22万2,000円

	施設サービス
	33万0,000円


国民健康保険中央会「介護費等の動向（2010年度分）」より
9.ホームヘルパーの給与は看護師の２分の１にしかなりません
	
	看護・介護職員常勤換算率
	常勤職員給与
	非常勤職員給与

	
	
	介護職員
	看護師
	介護職員
	看護師

	訪問介護
	43.7%
	22万3,464円
	　
	19万9,209円
	　

	訪問看護
	67.6%
	　
	45万5,775円
	　
	35万5,898円


厚生労働省「2011年介護事業経営実態調査結果（速報値）」総括表より
10.介護を理由に離職・転職する人は増え続けています
	1999年９月～
2000年9月
	2000年10月～
2001年9月
	2001年10月～
2002年9月
	2002年10月～
2003年9月
	

	10万3,300人
	10万人
	12万7,500人
	９万2,500人
	

	2003年10月～
2004年9月
	2004年10月～
2005年9月
	2005年10月～
2006年9月
	2006年10月～
2007年9月
	累計

	９万8,900人
	10万3,500人
	10万4,300人
	14万4,800人
	56万7,700人


総務省「2007年就業構造基本調査」より

11.介護する家族の高齢者虐待は増え続けています
	2009年度
	相談・通報件数

	養護者による高齢者虐待
	２万3,404件
	前年度比7.9％増

	養介護施設従事者等による高齢者虐待
	408件
	前年度比9.5％減


厚生労働省「2009年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）

に基づく対応状況等に関する調査結果」より
※養護者：高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等　養介護施設従事者：介護事業の業務に従事する者
12.高齢者の自殺率は高く、「健康問題」「家庭問題」が大きな動機です
	
	総数
	男性
	女性
	60歳以上
	男性
	女性

	2010年
	3万1,690人
	2万2,283人
	9,407人
	1万1,982人
	7,683人
	4,299人

	
	　100.0%
	70.3%
	29.7%
	37.8%
	24.2%
	13.6%

	2009年
	3万2,845人
	2万3,472人
	9,373人
	1万2,034人
	7,901人
	4,133人

	
	　100.0%
	71.5%
	28.5%
	36.6%
	24.0%
	12.6%


警察庁「自殺統計」より

※全年齢層で自殺の原因の１位は「健康問題」。２位は20～60代までは「経済・生活問題」だが、70代以上は「家庭問題」になる。
市民福祉情報オフィス・ハスカップ
http://haskap.net/
連絡先

〒113-0033　東京都文京区本郷2-16-12 ストーク森山303　八月書館気付

TEL:090-5786-8700　FAX:03-3303-4739
活動概要

・2003年、メイル・ミニコミ「市民福祉情報」（メール・マガジン）の無料配信を開始。
社会保障審議会介護保険部会、介護給付費分科会の傍聴報告ほか、厚生労働省資料、調査データなど介護保険制度を中心に社会保障制度についての情報提供活動を続ける。現在、配信数1400件。
・2004年から介護保険制度改定をテーマに連続セミナー、シンポジウムを開催

・2006年から電話相談「介護保険ホットライン」を東京、大阪、富山の市民活動団体と共同開設。全国から介護保険サービスを利用している高齢者、家族などの介護者から相談を受けつけ、毎年、報告書を発行

・書籍『おかしいよ！ 改正介護保険』（現代書館、2006年）
構成

　主宰：小竹雅子

　賛同人：250団体・個人（2011年）
